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する場となった。地球サミットの成果の一つである気候変動枠組み条約に関して

は南北の深刻な対立を乗り越えて 1997 年に京都議定書が採択されている。同議

定書は 2005 年に発効したが、これによって日本は第 1 約束期間（2008 年～2012

年）中に温室効果ガス排出量を 1990 年比 6％の削減を求められている。地球温暖

化が現実の危機であることは既に世の多くの人々の認識するところとなってお
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2. ガイドラインの目的 

本ガイドラインは日本貿易振興機構（以下ジェトロ）の業務において、ジェト

ロが対外的な透明性を保ちつつ、果たすべき環境社会配慮上の責務を定め、また、

望ましい方向性を示すことを目的とする。とりわけ貿易投資促進事業及び案件形

成調査事業において、このことは重要であり、これらの事業については個別のガ

イドラインを取りまとめる。 

 

3. 環境社会配慮の項目と環境社会影響の範囲 
環境社会配慮を行うべき項目は、大気、水、土壌、廃棄物、事故、水利用、地
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